
自治協議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和８年３月３１日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町規則第７号 

 

自治協議会規則の一部を改正する規則 

 

自治協議会規則（昭和３４年白川町規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

【別記１】 

改 正 後 

番号 名称 区域 

１ 白川口 両神 本郷 小原一 小原二 小原三 下金 

２ 泉野 和泉 広野 

３ 中野 水戸野 中川 

４ 白川北 宇津尾 油井 野原 村君 新津 小川 広島 大利 葛牧 

５ 切井 中の瀬 丑丸 川畑 切井中切 切井本郷 追分 塔洞 鹿折 中央

 稲中 石木 

６ 赤河 上赤河 後山 日向 赤河本郷 小倉 下古野 増田 下赤河 古田 

７ 三川 下平 山寄 藤井 三川本郷 上田 

８ 南黒川 黒川中切 中之平 

９   東黒川 鱒渕 中新田 奥新田 

１０ 北黒川 柿反上 柿反中 日面下 

１１ 西黒川 小畑 下之平 小坂 下新田 

１２ 佐見 有本 吉田 大寺 小野 久室 成山 稲田 薄野 徳田 

 

改 正 前 

番号 名称 区域 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

自治協議会の設置区域 自治協議会の設置区域 

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】 



１ 白川口 両神 本郷 小原一 小原二 小原三 下金 

２ 泉野 和泉 広野 

３ 中野 水戸野 中川 

４ 大山 宇津尾 油井 野原 村君                 

５ 坂ノ東 新津 小川 広島 大利 葛牧 

６ 切井 中の瀬 丑丸 川畑 切井中切 切井本郷 追分 塔洞 鹿折 中央

 稲中 石木 

７ 赤河 上赤河 後山 日向 赤河本郷 小倉 下古野 増田 下赤河 古田 

８ 三川 下平 山寄 藤井 三川本郷 上田 

９ 南黒川 黒川中切 中之平 

１０ 東黒川 鱒渕 中新田 奥新田 

１１ 北黒川 柿反上 柿反中 日面下 

１２ 西黒川 小畑 下之平 小坂 下新田 

１３ 佐見 有本 吉田 大寺 小野 久室 成山 稲田 薄野 徳田 

 


